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 本寄書で以下の課題管理表の項目に対する弊社の考えを述べる。 

 

Ｃ．５  スペクトル管理で取扱う周波数帯域 

Ｃ．５．２ オープン バンドプランを定義するか？ 

Ｃ．５．２．１ － １．１ＭＨｚ以上１２ＭＨｚ以下のバンドはＧ．

９９３．１ＡｎｎｅｘＡのバンドプランに従う。 

Ｃ．５．２．２ オープン １．１ＭＨｚ以下の帯域ではバンドプランを設

けるか？ 

Ｃ．５．２．３ オープン １２ＭＨｚ以上の帯域ではＩＴＵ－Ｔで将来勧

告化されるＶＤＳＬ２のバンドプランに従う

か？ 

Ｃ．５．３ － １．１ＭＨｚ以上を超える信号周波数の扱い

を検討する。 

Ｃ．５．３．１ － ＶＤＳＬとクアッドスペクトラムＡＤＳＬとの相

互干渉について今後検討する。 

Ｃ．５．３．２ オープン １．１ＭＨｚ以上の帯域で利用可能なＰＳＤ

マスクを規定するか？ 

Ｃ．５．３．３ オープン 局設置方式に許容されるシステムはＡＮＳＩ

 Ｔ１．４２４ＦＴＴＥｘ用Ｍａｓｋ２に従うべき

か？ 

Ｃ．５．３．４ オープン １．１ＭＨｚ以上１２ＭＨｚ以下の帯域でＧ．９

９３．１ＡｎｎｅｘＡのバンドプラン以外のスペク

トルを新たに規定するルールの下で利用可

能とするか？ 

Ｃ．５．３．５ オープン １．１ＭＨｚを超える周波数帯域において、

適合計算によるスペクトル管理を行うか？ 

Ｃ．５．３．６ オープン １．１ＭＨｚ以上で適合性確認計算に使用

する線路モデル、干渉源、計算方法として

どのようなモデルを使用するか？ 

Ｃ．５．３．７ オープン １．１ＭＨｚ以上の周波数帯域に関して、近

距離用のスペクトル管理ルールを定める

か？ 

 



１） バンドプランの定義について （Ｃ．５．２／Ｃ．５．２．１／Ｃ．５．２．２に対する考え） 

 

 バンドプランに有用性があるのは、収容する回線がＦＤＤ方式の場合である。収容する回線

がＴＤＤ方式の場合、有用性はあまりないと考える。したがって、たとえクラスＡから外すとしても、

ＴＣＭ－ＩＳＤＮ回線が多数存在する状況下では、バンドプランを定義することに意義があるとは

思えない。 

 Ｃ．５．２．１の合意は、ＩＴＵ－Ｔとの関係上、必要なものであったと認識している。また、将来

的にＴＣＭ－ＩＳＤＮ回線が無視できるくらいに少なくなるとの予想の下での合意であったと認識

している。したがって、現時点でのバンドプランの定義は、時期尚早であると考える。 

 ただし、ＴＣＭ－ＩＳＤＮを含むＴＤＤ回線の新規収容に何らかの規制を施すのであれば、バン

ドプランを定義することに意義があると考える。 

 

 

２） ＶＤＳＬ２について （Ｃ．５．２．３に対する考え） 

 

 ＶＤＳＬ２はまだ未定義である。Ｇ．９９３．１のバンドプランとの互換性さえ確認されていない。

したがって１２ＭＨｚ以上の帯域については、第四版を制定する場面での議論としたい。 

 

 

３） １．１ＭＨｚ以上の帯域について （Ｃ．５．３．２／Ｃ．５．３．３に対する考え） 

 

 ２２０８ＫＨｚまでの周波数帯域であれば、既存の線路モデルと干渉計算式をそのまま適用す

ることができると考える。しかし２２０８ｋＨｚ以上の周波数帯域では、既存の線路モデルと干渉

計算式の適用は、不適切であると考える。 

 したがってダブルスペクトラムのＡＤＳＬ回線は保護対象とし、また線路長が３．０ｋｍ以上の

距離区間でも有用であると考えられる２２０８ｋＨｚまでのＰＳＤマスクは規定すべきであるが、ク

アッドスペクトラムのＡＤＳＬ回線は保護対象とすべきではないし、２２０８ｋＨｚ以上の周波数帯

域のＰＳＤマスクも規定すべきでない。局設置するＶＤＳＬがＡＮＳＩのＴ１．４２４ＦＴＴＥｘ用Ｍａｓｋ

２に従う必要もない。 

 しかしこのことは、２２０８ｋＨｚ以上の周波数帯域を無法地帯にしてもよいということではない。

第三版においては、２２０８ｋＨｚ以上の周波数帯域を使用する回線は、ＶＤＳＬも含めてすべて

暫定収容とすべきである。２２０８ｋＨｚ以上の周波数帯域を使用する回線のＰＳＤマスク等は、

第四版で制定すべきである。 

 

 

４） Ｇ．９９３．１ＡｎｎｅｘＣについて （Ｃ．５．３．４／Ｃ．５．３．７に対する考え） 

 

  ２２０８ＫＨｚまでの周波数帯域であれば、既存の線路モデルと干渉計算式をそのまま適用

することができると考えるので、ダブルスペクトラムのＡＤＳＬ回線は保護対象とすべきである。し

たがってＧ．９９３．１ＡｎｎｅｘＡバンドプラン以外のスペクトラムの容認は、Ｇ．９９３．１ＡｎｎｅｘＣ

までとすべきである。しかし既存のクアッドスペクトラムＡＤＳＬ回線への影響を考慮し、Ｇ．９９３．

１ＡｎｎｅｘＣの暫定収容条件を線路長１．０ｋｍ以遠とすべきである。Ｇ．９９３．１ＡｎｎｅｘＣ等の

明確な収容条件は、第四版で規定すべきである。 

 



５） １．１ＭＨｚ以上のスペクトラム管理について （Ｃ．５．３．５／Ｃ．５．３．６に対する考え） 

 

 ２２０８ＫＨｚまでの周波数については、既存の線路モデルと干渉計算式を適用して厳密なス

ペクトル管理を行うことができると考えるし、また行うべきであるとも考える。しかし２２０８ｋＨｚ以

上の周波数帯域では、新しい線路モデルと新しい干渉計算式を用いる必要があると考える。 

 

 

以上。 

 

 

 


